
 

★2013 年度の運動の方向性と具体化について議論！ 

―― 全教臨対部2013年度第1回役員会を開催（5/1２）！ ―― 

 

 全教臨対部は５月 12日、全教臨対部 2013年度第 1回役員会を開催し、再任用問題や「空白の１日」

問題など、臨時教職員の任用や権利に関わる各地の状況を交流し、今年度の運動の方向性と具体化につ

いて議論しました。 

再任用の問題では、４月 19 日に行わ

れた全教の文科省交渉（別掲）の内容を

確認するとともに、この問題を全国的な

運動に進めていくうえでの位置付けなど

について話し合いました。 

 また、全教臨対部として、８月に神奈

川県の横浜で開催される全国臨時教職員

問題学習交流集会を成功させるために、

参加組織等のとりくみをすすめていくこ

となどを確認しました。 

  

 

★臨教問題の「社会的アピール運動」前進させよう！ 

―― 全教臨時教職員問題対策委員会を開催（5/15）！ ―― 

 

全教は５月 15 日、全教臨時教職員問題対策委員会※（以下、委員会）を開催し、臨時教職員をめぐる

状況などを交流するとともに、臨時教職員問題にとりくむ全教としての方向性について議論しました。 

 

今谷書記長は、「『社会的アピール運動』を前進させ、臨時教職員問題に関わる運動推進を図る」と全

教中央執行委員会としての本委員会の位置付けについて述べ、臨時教職員問題を「教育と労働の問題か

ら全教が取り組む」ことの重要性を強調しました。 

波岡事務局長は、「官民、正規・非正規の壁を打ち破る大きな構えの運動を提起する」必要性があるこ

とを述べるとともに、「正規採用化や雇用保障は教職員定数改善を求める運動」が重要であり、「父母・

国民に支持され共同が広がる『社会的アピール運動』を再構築する」ことを重点に取り組んでいきたい

と提起しました。 
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★ 全教臨対部を中心とした年内の今後の動き 

 ５/１２（日）       全教臨対部 役員会 

６/１９（水）～２０（木） 第４６回 全教中央委員会 

 ７月下旬（予定）     臨対部と国会議員団との懇談・要請 

８/１０（土）～１２（月） 全国臨時教職員問題学習交流集会 

８/１２（月）       臨対部 全国代表者会議・役員会 

１０月頃（日程未定）    臨対部 役員会 

１０～１１月頃（日程未定） 臨対部 文科省交渉 

１２/１５（日）       臨対部 全国代表者会議 



委員会は、２０１０年に全教で作成した臨時教職員問題での討議資料やシンポジウムなどでの到達点

を踏まえ、今後、とりくみをすすめることを確認し、閉会しました。 

会議には、今谷全教書記長（委員会責任者）、波岡中央執行委員（委員会事務局、臨対部担当、教文局）、

小畑中央執行委員（生権局）、長尾中央執行副委員長（組織・情宣局）、佐藤書記（臨対部担当）が出席

しました。 

※全教臨時教職員問題対策委員会は、全教書記局内に課題別に設置された委員会の一つで、同委員会は書記長

を責任者、臨対部担当中執を事務局とし、委員を教文局、生権局、組織・情宣局、共済局、臨対部担当から各

１名で構成。他に、高校問題や障害児教育・障害児運動、大学問題などの課題別の委員会があります。 

 

以下は、全教 HP より 

 

【交渉】2013/4/19 

◆文科省と「雇用と年金の接続」を求める交渉を実施 

 全教は４月１９日、「雇用と年金の確実な接続をはかること

を求める要求書」を提出し、文部科学省との交渉を行いました。

全教からは今谷賢二書記長、米田雅幸書記次長、小畑雅子・土

方功・山元幸一中央執行委員と、日高教藤田新一書記長が参加

し、文科省は酒井啓至財務課制度企画ＰＴ係長、中村有希企画

課教育公務員係専門職が対応しました。 

 

 交渉の冒頭で、文科省から今回の４月４日づけ文科省事務連

絡「教育公務員の雇用と年金の接続に係る留意事項について」の説明を受けた後、今谷書記長から全教

としての要請の趣旨を以下のように述べました。 

 

 雇用と年金の間で「空白」がつくられ、無年金の時代が生まれるのは、年金制度の「改正」によるも

のであり、国の責任で「雇用と年金の確実な接続」が図られなければならない。全教としては、もっと

も適切な方法は、定年の延長しかないと考える。「定年まで働き続けることのできる職場環境の整備」が

必要不可欠な課題となっていることも指摘したい。その上で、第 1の要求は、「希望するすべての教職員

に、雇用と年金の確実な接続が保障されること」である。第 2 の要求としては、再任用にかかわる定数

の取り扱いについて「標準法定数の枠外」であることを明確にするとともに、再任用にかかわる財政措

置を講じることを求める。文科省通知で言及されている「臨時的任用など非正規任用の教職員の配置を

正規任用に切り替える」は、定数内臨時教員の解消によって、正規任用、新規採用枠を広げ、現に学校

現場で勤務している多くの臨時教職員の正規任用化を図るものでなければならない。再任用の枠を確保

するために、長年、教育現場でがんばってきた臨時教職員を排除するようなことはあってはならない。 

 

 全教からの重点要求項目をもとに、やりとりを行いました。 

 



■ 「希望するものは採用する」、これが制度の基本 

 「希望する者は、基本的には再任用される」、これが制度の基本だということは、確認できるのかとい

う要求に対して、文科省は、「雇用と年金の接続が大事だという観点から国家公務員については、閣議決

定で実質的に義務化される。地方については、法律であればきちんと措置されるが、要請という形なの

で各自治体でやって頂くことになるが、国の考え方としては、希望する方は基本的にはフルタイムで再

任用することになるよう要請はしている」と答えました。また４月４日の通知の趣旨は「確実に接続す

るために、こういうふうにやって下さいというお願いです」と述べました。一方、「人事管理の原則にも

とづき、欠格事由とか分限免職に該当する場合は再任用しなくてもよい」との説明を加えたのに対し今

谷書記長が、「定年退職者で、そんな排除規定などあり得ない。そこを強調して、『この人はなれない』

ということより、むしろ国の制度を変えたことによって年金がゼロになる、これを解消するために雇用

と年金を確実に接続する、その制度を作って下さいとすっぱり言うべきだ」と追及したのに対し、文科

省は「総務省の通知に『確実に接続するために』と明確に書いてある」と回答しました。 

 

■ 「再任用はありません」などは想定しない 

 「これからの再任用のもとで『再任用ゼロ』などの状態は基本的に解消されると考えていいのか」と

いう全教からの問いに対し、文科省は「年金と雇用の接続をお願いする以上、そもそも再任用がありま

せんというのは想定するものではない。確実に接続するようにして下さいとお願いする」と答えました。

また、「４月４日の通知では『短時間再任用』は『標準法定数に換算しなくてもよい、自治体の判断だ』

と読めるが、その理解でいいのか」との追及に対し、文科省は「換算しなくてもよい、してもよい、と

いうこと」と答えました。 

 

■ 給与・定数など問題意識としてもっている 

 交渉の最後に、今谷書記長から「雇用と年金を確実に接続するということ、その基本線を踏まえて全

国に周知をお願いしたい。それを妨げている、定数の問題や非正規の問題、勤務労働条件など、先に進

めるために何を検討するべきかという立場で臨むべき」と発言し、文科省は「確実な接続というのは国

家公務員のところでも言われているし、地方公務員についても確実に接続すると明確に書いてあるので、

そこを踏まえて各地方公共団体で運用して頂きたい。給与とか定数の部分は問題意識として持っている」

と答えました。 

 


